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効果をもた
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民営化措置は， 年代半

コラドブニー），通信（テレコム

かしながら， 年１月のチ

化措置は国内投資家を優遇し

らした
）
。 年は一連の合併

内経済への影響の程度は，

ばまでに自動車（フォルクスワ

とテレソース）などの分野で大

ェコとスロバキアの分離に

， 年代前半においては

と 加盟による評価によ

大きく変化した。

ーゲンとシコダ），食品（ネ

型ジョイントベンチャー

伴う政治不安，及びクーポ

外国からの投資を抑制する

り直接投資流入額がその

前年の３倍

の顕在化は，

する
）
。 年

輸入設備に対

した
）
。その結

で増加した。

ている。

強（ 億ドル）に達するが，成

内外投資家の不信感を増大さ

に入ると政府は，５年以上

する非関税，雇用創出・訓練

果， ， 年にはそれぞ

年には前年の反動で 億

長率の鈍化，貿易赤字の拡大

せることになり，その後の

万ドルの投資を行う外国

特別補助，低価格での土地

れ 億ドル， 億ドル，更

ドル台に急減するが，

，民営化改革に伴う問題

２年間は 億ドル台に低下

企業に対して法人税免除，

提供などの誘致政策を実施

には 年には 億ドルま

年には 億ドル台に回復し

ポーラ

改革に着手し

を意味する

対前年成長率

諸国と比較し

ンド

年にかけてポーランド政府は

た
）
。しかしながら，急激な改

ことになり，当然のことなが

がプラスに転化するなど，移

ても 年代を通じて高い成

，民営化・貿易自由化など

革は政府系企業をはじめと

ら既存の既得権益と摩擦を引

行経済に伴う不況から最も

長率を実現した国であるが

の一連の制度的・構造的諸

する不採算部門の整理淘汰

起した。 年には

早く回復をし，他の中東欧

，他方では高いインフレが
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表３ 中欧諸

学（第 巻・第５号）

国への国別直接投資状況
（国別直接投資残高の割合％）

資料 ハンガリー ，チェコ チェコ国立銀行

持続した。

短期間の政権

前半における直

ポーランド政府

年に

（ ），
ロ バ キ ア （

）。

交代による政局の不安定は，

接投資受入額は，ハンガリー

は， 年代初期に民営化

かけて直接投資による資本流

ポーランド ポーランド投資庁（ ）

直接投資流入にはマイナス効

，チェコと比較して大きく立

した政府系企業の直接売却を

入は前年規模の３倍前後に達

，ス

果であった。 年代

ち遅れることとなった。

実施した。その結果，

する増加をみた。その

ような急激な資

ーの３分の１程

る。 年以降

る。

税，加速償却制

形で実施された

などのインフラ

本流入にもかかわらず，

度にとどまっていた。その背

ポーランドへの直接投資が本

年に政府は，直接投資誘致策

度，輸入税免除などが含まれ
）
。外資系企業の誘致において

ストラクチャーの整備であろ

年時点での直接投資受入れス

景には，海外資本流入に制限

格化し始め， 年のピーク

をとり始めた。特に，自動車

ているが，最初の段階におい

依然として残されている大き

う。

トック額は，ハンガリ

を加えていたことによ

時には 億ドルに達す

産業には法人企業税減

ては隠された非公式な

な課題は，鉄道，道路

１ ３ 中欧

国別特徴

表３は，

オランダ（

フランス（

半を占めている

諸国の直接投資受入れ状況

加盟以前のスロバキアを含め

％），ドイツ（ ％）が全体

％）の順となっている。新規

。日本からの投資は， 年

た４カ国の投資国別状況を示

の半数以上を占め，次いでオ

加盟国を除く既存 からの

時点では ％を占めるに過

している。チェコでは，

ーストリア（ ％），

直接投資が ％と大

ぎなかったが， 年

以降の自動車関

ーでは，ドイツ

リカ（ ％）で

類似している
）
。

っている。それ

（ ％），ドイ

連企業の進出により，全体に

（ ％）が最も高く，続い

あり，既存 諸国からの

日本からの直接投資は，全体

に対して，ポーランドでは

ツ（ ％），アメリカ（ ％

占めるシェアーは ％に増

てオランダ（ ％），オース

直接投資が８割を占めている

の ％とチェコの場合とほ

，フランス（ ％）が最も

）となっている点はチェコ，

加している。ハンガリ

トリア（ ％），アメ

点ではチェコの場合と

ぼ同一のシェアーとな

高く，ついでオランダ

ハンガリーでの国別内

（ ）
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表４ 直接

欧諸国への日本企業直接投資（稲

投資受入れの業種別状況

葉）

（％）

訳とは異な

キアへの直接

業種別

資料 表３と同じ。

っている。また，既存 か

投資の国別構成は，チェコ，

特徴

らの投資も ％と他の諸国

ハンガリーと類似している

と比較して低い。スロバ

。

次に，表４

リーの製造

の比率が

％台である

金融部門の

（ ％），ス

外資系企業の

より直接投資を業種別シェア

業比率（ ％）が最も高い。

％と最も高く，ハンガリー・

。運輸通信については，チェ

外資導入状況は，４カ国とも

ロバキア（ ％）と低いハ

不動産部門への投資比率が高

ーでみると，製造業は

電気ガス水道分野は各国で大

ポーランドは４％台と低い

コが ％と低い他は，８

％を超えるが，全体に占め

ンガリー（ ％）に分かれる

いのが特徴的である。製造

％の範囲にあり，ハンガ

きく異なり，スロバキア

。商業については，

％台のシェアーである。

る比率が高いポーランド

。また，ハンガリーでは

業を主な業種ごとに見てい

くと，チェ

ハンガリーで

％）と突出し

重点がおか

の割合も高

のが特徴的

の１以上を占

コでは，窯業（ ％），電気機

は，食品（ ％），化学同製

ているのが特徴的である。い

れている。それに対して，ポ

いものの，食品（ ％），木材

であるといえる。スロバキア

めている。

械（ ％），輸送機械（

品（ ％）が高く，電気機械

ずれにせよ，チェコとハンガ

ーランドでは，化学同製品（

同製品（ ％）など軽工業製

は，金属製品（ ％）のウェ

％）の占める割合が高い。

（ ％），輸送機械（

リーでは，重化学工業に

％），輸送機械（ ％）

品に相対的に比重が高い

イトが製造業全体の３分

外資系

外資系企業

ろう。例えば

ことにならな

経済成長に寄

家主権を脅

企業の浸透度

がどの程度の役割を果たして

，当該国における不動産・建

い。外資系企業の経済活動へ

与するプラスの側面もあれば

かすマイナスの性格を持つか

いるのかを単に投資規模だ

物を取得しただけであれば

の浸透は，その国の生産技

，国内企業にダメージを与

もしれない。フーニャ（

けで評価するのは問題であ

，何も経済活動が浸透した

術をより生産的なものにし，

え，経済的支配を通じて国

）は，中欧諸国におけ

（ ）
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表５ 中東欧諸国における

学（第 巻・第５号）

外資系企業が製造業活動に占める割合
（％）

る外資系企業の

資料 年 （ ）
数値は 年。 ， 年

経済的浸透度を資本金，雇用

より。ただし，ポーラ
（ ） より抜

，投資，売上，輸出の側面か

ンドの
粋。

ら検討を行っている。

表５は，彼の検

行ったこともあ

透度が見られる

接投資流入増加

ンガリーにおけ

は ％に達した

資本金が ％，

討結果の一部を示したもので

り， 年の移行期段階にお

。特に，輸出の半数以上は外

は，ハンガリー以外の諸国に

る資本金，投資，売上高の外

。 年に入ると外資比率は

雇用が ％，売上額が ％，

ある。ハンガリーが最も早く

いても，他の３カ国と比較し

資系企業によるものである。

おいても外資系企業の活動比

資系比率は， 年時点で既

一層高くなり， 年にはハ

輸出額が ％をそれぞれ超え

外資の導入を積極的に

て非常に高い外資系浸

年代後半以降の直

率を急速に高めた。ハ

に ％を越え，輸出額

ンガリー以外の国でも

るようになった。

年時点ではハン

むしろ減少して

以降減少してい

ともいえ，これ

チェコ，ポーラ

ハンガリーの水

年までは

ガリーが全ての項目で外資比

いる。外資系比率が近年上昇

ることを反映しているとも考

以上の外資依存自体は国内経

ンドでは， 年以降も直接

準に接近していくことが予想

コメコンにおける分業体制に

率が最も高いが， 年の水

しないのは，ハンガリーへの

えられるが，この段階でも外

済の自立を妨げることも懸念

投資流入増加が見られ，外資

される。

組み込まれていた中欧諸国が

準にとどまっているか，

直接投資流入が 年

資系比率が異常に高い

される
）
。それに対して，

系比率が一層高くなり，

，移行経済過程で国民

経済を再生して

企業の生産活動

に貢献したこと

中欧諸国の

達，供給をより

対する投資優遇

いくためには，外資導入を通

の拡大は，生産性を高め，移

については疑いの余地はない

加盟は，貿易取引に伴う関

容易にし，外資系企業の生産

政策は の基準に準拠す

じての市場経済導入は必要不

行期過程で縮小した生産水準
）
。

税手続き等の簡素化を通じて

活動拡大に寄与するといえる

る必要から廃止，ないしは縮

可欠であった。外資系

を回復させ，経済成長

， 域内での部品調

。他方，外資系企業に

小の傾向を持つため逆

（ ）



に投資インセ

労働不足と賃

あれば，外資

の東方拡大と中東

ンティブを低下させる可能性

金上昇圧力となる。より安価

系企業の経済効果は一時的な

欧諸国への日本企業直接投資（稲

がある，更に特定地域への

な労働力を求めて他地域へ

ものでしかなく，逆に生産

葉）

外資系企業の参入増加は，

の生産移転が行われるので

の停滞をもたらすことにな

る。外資系企

スト上昇に見

においては，

業が経済活動に果たす役割は

合うより高付加価値製品を作

中欧諸国から東南欧諸国への

２．日

，国内市場向けか輸出市場

り出しうるかにかかってい

生産の移転が既に見られる

系企業の投資状況

向けかにも依存するが，コ

る。労働集約的な繊維産業
）
。

２ １ 日

年代後

中心にかつて

える程度にと

ルーマニア４

ールスズキを

主義体制の下

常に距離があ

系企業の中東欧投資の概要

半の日本企業の海外進出は

ない規模で行われた。それに

どまっていた
）
。 年代前半

社，ウクライナ１社，スロバ

除くと操業規模も小さく，本

で海外投資自体が規制されて

ったことが中東欧諸国への日

年のバブルが崩壊するま

対して， 年代の中東欧

には，ハンガリー 社，チ

キア３社の設立をみるが，

格的な操業は 年代後半

いたこと，そして日本にと

本企業進出がほとんど行わ

で，北米，欧州，アジアを

諸国への直接投資件数は数

ェコ 社，ポーランド 社，

年に設立されたマジャ

に入ってからである
）
。社会

っては地理的文化的にも非

れなかった最大の理由とし

て挙げられよ

後経済が安

加盟は，既に

因となった。

が示すごとく

る。前節と同

う。これら二つの阻害要因は

定化するにしたがって，次第

欧州に拠点を持つ日系企業に

表６は 年時点での中東欧

，日系企業の操業はハンガリ

様にこれらの３カ国の日系企

，社会主義経済体制が市場

に取り除かれることになる。

とって地理的・文化的に距

諸国における日系企業進出

ー，チェコ，ポーランドな

業の進出状況についてやや

経済へ移行した一定期間の

特に，中東欧諸国の

離を一挙に縮める大きな要

状況をあらわしている。表

どの中欧諸国に集中してい

詳しく見ることにしよう。

２ ２ ハ

先にも述

っていたハン

商業分野を中

キの生産開始

は，現地企業

っている。

ンガリーへの投資

べたように，コメコン諸国の

ガリーに日系企業は

心としたものであり，製造分

は，部品等を供給する関連メ

，ないしは政府との合弁の形

年代前半の投資件数は既
）

中で 年の移行期以前に最

年の間６件の投資を実施

野での本格的進出は 年

ーカーの進出を促した。移

式をとっていたが，移行期

に 社を数え（うち８社が製造

も開放的な対外政策を採

している
）
。それらは金融，

のスズキから始まる。スズ

行期以前の日系企業の投資

以降は新規投資が中心とな

業），中欧諸国の中では最

も早くから

社であるが，

は，自動車・

ている。続い

いが，日系企

リーへの直接

進出が行われた地域である。

年代までの進出が 社，

自動車部品，及び電気・電子

て非鉄金属が３社となって

業が進出を増加させた 年

投資フロー 億ユーロのうち

（ ）によると

年以降が 社となって

部品関連がそれぞれ 社で

いる。国別直接投資残高では

以降は多額の投資が見られ

日本からの投資は２億９千

年現在日系製造業数は

いる
）
。製造業の業種別内訳

全体の４分の３近くを占め

％と占める割合は小さ

た。特に 年にはハンガ

万ユーロに達し， ％を占

（ ）
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表６ 中東欧諸国

学（第 巻・第５号）

における日本の海外直接投資
（単位 億円）

資料 財務省「海外直接投資」
（注） 表の統計数値は，届出ベースに基づいているため，実行ベースの直接投資額を過大

めた。

２ ３ チェ

年の旭硝

に評価している。しかし，移行期
約から，財務省統計を利用せざる
しても，直接投資の全般的な傾向
る。

コへの投資

子， 年のスズキ・モータ

当初の日本からの直接投資額を把握する
を得なかった。実行額としての正確性に
把握は，表の統計数値で十分可能である

ー・チェコスロバキアの進出

資料上の制
は欠けると
と考えられ

以降， 年末までに

社の日系企業

販売会社，ある

年チェコと

いくつかの企業

８社は販売専門

出は， 年の

いる。更に，松

の進出があったとされている

いは支店レベルにとどまり，

スロバキアの分離に伴う減少

が撤退したと考えられる。

会社，製造部門を持つのは５

松下電器のカラーテレビの製

下電器は， 年に携帯電話

）
。その多くは日本からの輸出

現在確認される企業数は８社

と政治的不安による投資環境

年代前半の進出企業は 社

社でその規模も限られていた

造に始まる。従業員 人

・カーオーディオの生産を

促進などを目的とする

に過ぎない
）
。恐らく，

悪化が大きく影響し，

を数えるが，そのうち

。日本からの本格的進

規模の操業が行われて

従業員 人規模で開始

した。 年代

コインベストに

以降の進出とな

電気機械，及び

の４分の３を占

動車関連にある

後半にも新たに 社の進出が

よると 年５月現在チェコ

っている。日系製造業 社の

電気電子部品が８社と自動車

めている点はハンガリーのケ

ことが大きな特徴といえる。

みられるが，本格的進出は

に進出した日系製造企業 社

業種別内訳は自動車，及び自

・電気関連で４分の３近くを

ースと同じであるが，チェコ

年代に電気関連では８社

年以降である。チェ

のうち， 社は 年

動車関連部品が 社，

占める。両業種で全体

の場合はその比重が自

のうち既に４社の進出

（ ）



が見られたも

社と大幅に

動車メーカー

の東方拡大と中東

のの，自動車関連では２社に

増加したが，そのうち 社が

・プジョーとの合弁計画を公

欧諸国への日本企業直接投資（稲

過ぎなかった。 年以降

自動車関連で占めている。

表したことにより，日本国

葉）

新企業進出数は 年まで

特にトヨタがフランスの自

内でトヨタに部品供給を行

っているメー

別内訳では，

２ ４ ポ

移行期以前

直接投資は欧

れるものの，

カーの進出が促進されること

ドイツの ％に続き，日本が

ーランドへの投資

は， 年半ばに１件日系企

米諸国，韓国と比較して大幅

それらは商社を中心とする支

となった。 年上半期に

％を占めている。

業の設立が確認できるのみ

にたち遅れていた。 年

店機能が主で，ダイハツ，

おける製造業直接投資の国

で，日本のポーランドへの

までに８件の進出例が見ら

旭硝子の進出をめぐってポ
）

ーランド政府

うに，自動車

より，日系企

すぎなかった

心に 件の進

スミッション

が， 年代

業が進出した

との折衝が不調に終わったこ

関連業種に対する投資誘致策

業の進出が始まった。製造業

のが， 年から 年にか

出が見られる。日系企業の本

の製造開始を公表してからで

末より日系企業のポーランド

。ポーランドにおける日系製

とが大きく影響していたと

を非公式にではあれ 年

部門では， 年代前半は

けていすゞ，ブリジストン

格的進出が進められるのは

ある。トヨタの実際の製造

進出が急増した。 年か

造業数は， 年現在 社

考えられる。先に述べたよ

代半ばに打ち出したことに

， 年の松下電池１件に

などの自動車関連業種を中

， 年にトヨタがトラン

動は 年からであった

ら 年まで 社の日系企

でハンガリー，チェコと比

較するとまだ

今後更に増加

械となってお

少ないが，日本からの直接投

することが予想される。業種

り，チェコにおける日系企業

３．日系

資の比重がポーランドに移

別には， 社のうち 社が

と同様に自動車関連に比重

企業の事業活動の特徴

っていることからすると，

自動車関連，５社が一般機

が高い。

３ １ 日

社会主義体

の，ごく一部

照的である。

は次の二つが

中欧諸

日系企業の

系企業の中東欧諸国での地位

制から市場経済以降直後，日

の企業の進出にとどまってき

他の欧米諸国の企業と比較し

指摘できる。

国への投資集中

中東欧諸国への投資は，ハン

系企業は当該諸国への進出

た。この点は，韓国が積極

て，日系企業の中東欧諸国

ガリー，チェコ共和国，ポ

に一定の関心を示したもの

的に進出を試みたのとは対

への進出の特徴は，主要に

ーランドの３カ国に集中し，

投資件数，投

資についても

租税特別措置

ティブの導入

資インセンテ

ェコ，そして

資累積額の９割以上をこれら

ほぼ同様のことが言える。ま

などの受け入れ措置の導入時

は，まずハンガリーに始まり

ィブの導入の時期の違いによ

ポーランドと日系企業の進出

の３カ国で占めている。こ

た，１ ２で見たように投

期のずれは，投資先に影響

，チェコ共和国，ポーラン

り， 年代後半からハン

の波が変化している。

の点は，他の欧米諸国の投

資受入国による法的措置，

を及ぼした。投資インセン

ドと続いた。そのような投

ガリー， 年代末以降チ

（ ）



製造業へ

日系企業の進

ェイトは低い。

立命館経済

の投資集中

出業種が製造業，特に自動車

他の欧米諸国においては，第

学（第 巻・第５号）

関連業種に集中しており，第

３次産業への進出ウェイトが

３次産業への進出のウ

相対的に高いのとは対

照的である。

の販売が主であ

地に根付かせる

きる。 年代

国企業が金融部

は日本企業は中

メーカーがコス

年代の前半における日系企

った。これは，国際競争力面

ために従来とってきた日本企

末には，自動車関連産業を中

門，運輸通信，建設部門，ガ

東欧諸国では大きく立ち遅れ

ト面での優位性を保持する観

業の進出は，市場開拓調査の

で優位性を持つ自動車，電気

業の展開方式とほぼ同一であ

心とした現地生産の展開が進

ス水道部門へ積極的に進出し

ることになった。世界レベル

点から中東欧地域への進出を

側面が強く，製造製品

などの製造業製品を現

ったと考えることがで

むことになる。欧米諸

ているが，この部門で

で競争力の高い自動車

決め，その結果下請け

などの関連メー

進出を行ってい

貿易構造

日本と中東欧

もその幅が拡大

輸送用機械の日

よる。このよう

地域内の部品調

カーの進出が増加した。また

るが，日本企業は新規投資の

との関連

地域の貿易は， 年代ほ

している
）
。主要な理由は，旧

本からの輸入増加，および日

な日本からの出超傾向は，完

達増加などにより，今後変

，欧米系企業の多くは，既存

比重が高い。

ぼ一貫して日本の出超（貿易

東欧諸国の自由化に伴い，電

系企業の海外進出による部品

成品の現地生産増加，為替リ

化することが予想される。先

企業の買収という形で

黒字）傾向が続き，しか

気製品，自動車などの

原材料等の輸入増加に

スク分散のための

に，日系企業の進出が

年代後半以

国との合弁を除

との共同出資と

のケースが多く

び社会的・文化

活用を反映して

降増加したことを指摘したが

けば，従来，日本企業の海外

いう形態をとり，日本からの

見られる。これは，資金調達

的障壁を一定程度克服するた

いると考えられる。

，資本金の出資状況には特徴

進出は，本社のみの出資，あ

出資が大半であったが，現地

面での為替リスクの管理をす

めにも地理的距離の近い日系

が見られる。投資受入

るいは関連企業・商社

子会社を通じての出資

ることの重要性，およ

企業の優位性，などの

３ ２ 日系

筆者は，

訪問した。訪問

得た情報の幾つ

析については稿

原材料調達，経

ることができる

企業の競争環境をめぐる課題

年春から 年春にかけてハ

した日系企業は１社を除くと

かは，企業固有の内容を含む

を改めて行う予定である
）
。現

営管理方式，投資相手国での

。

ンガリー，チェコ，ポーラン

全て自動車関連業種である。

ため，また調査自体が中途段

段階で考えうる今後の課題は

中央政府・地方政府の対応の

ドの日系企業計 社を

日系企業訪問において

階であるため，詳細分

，以下のように市場，

４つの側面からまとめ

市場

市場確保につ

ごく一部の下請

後に進出を決定

社の子会社の需

となっている。

いては，完成品の場合はもと

けメーカーを除き，下請けメ

し，現地での操業を開始して

要のみで採算を採ることはで

それぞれの中東欧諸国の市場

より，下請けメーカーの場合

ーカーは，日本国内での親会

いる。その多くの下請けメー

きず，独自に欧米系企業へ販

規模は，ポーランドを除くと

も大きな課題である。

社の中東欧諸国進出前

カーの子会社は，親会

路を見出すことが必要

それほど大きくはない。

（ ）



日系企業の中

ための欧州で

東方への市場

の東方拡大と中東

東欧諸国進出は，日本・アメ

の生産拠点であると同時に，

拡大のための足場を確保する

欧諸国への日本企業直接投資（稲

リカ・アジア・欧州におけ

トヨタ自動車のロシアへの

という性格も持ち始めてい

葉）

る４極生産体制を確立する

進出などに見られるように

る。

原材料

操業当初は

が多くあった

ルコンテンツ

る。企業に

入が主となっ

大学の学生に

調達

，基本的部品を日本の親会社

。しかし，日本からの購入

の要請から， 地域内での

よっては，既に欧州統括会社

ている。また，将来の現地で

工場内で一定の研修プログラ

，ないしは関連会社から購

については，為替リスクの問

部品調達率を一定比率まで高

あるいは提携企業を通じるな

の部品調達子会社を作り育

ムを実施している日系子会

入して，生産を行うケース

題， 加盟に伴うローカ

めることが不可避的とな

どして 内での部品購

成するために，地元の単科

社もある。

経営管

このテーマ

） ごく一

販売・製品開

の意思決定は

に応じた製品

しながら，中

品開発の基本

理方式

について，二つの側面（現地

部の企業においては，本社企

発に関わる意思決定を行って

日本の本社を通じて行なわれ

開発を迅速に行いうるかどう

小の下請けメーカーの場合，

的デザインの検討は日本の親

子会社の意思決定方式，労務管

業の事業部と直接にテレビ

いる。また，欧州統括会社

ている。特に，下請けメー

かは，顧客確保の観点から

現地子会社に製品開発部門

企業によって行われている

理方式）から考察する。

会議で議論を行い，生産・

を持つ子会社ででも，大半

カーの場合，顧客のニーズ

も極めて重要である。しか

を設置する余裕はなく，製

。その結果，現地の顧客の

要請に応じた

い製品開発の

） 日系企

は日本から出

が数ヶ月間滞

いては，本社

ラスは，アメ

新製品開発には時間を要する

あり方が課題となっている。

業の多くは，先にも述べたよ

向の形をとっている。特に，

在し，機械の管理，現地工場

工場に一定期間研修を行わせ

リカなどの子会社の首脳部を

ため，今後欧州での販路開

うに新規企業のケースが大

現地企業操業当初は，本社

労働者の指導などを行って

るケースも企業によっては

経験したケースが多い
）
。ま

拓には本社企業に依存しな

半であるため，経営首脳陣

から数十人に及ぶ技術職員

いる。工場内の指導者につ

ある。社長などのトップク

た，一部の国有企業を買収

したケースを

談会開催を通

和国では，欠

このような労

ーにおいては

ている。

投資相

除き，労働組合は作られてお

じて，現場の直接の意見が吸

勤率が高いことがあげられ，

働者の欠勤に対しては，近隣

特定地域での労働力不足が顕

手国中央政府・地方政府の対

らず，その代わり年に定期

収されている。経営管理上

どのようにして欠勤率を下

諸国からの臨時雇用で対応

著になるにつれて，高い離

応

的に経営者と労働者との懇

の問題としては，チェコ共

げるかが課題となっている。

している。また，ハンガリ

職率の問題が顕在化してき

年以降

の積極的な措

定，国有企業

の買収など直

ても，地方政

の地方政府で

，ハンガリー，チェコ，ポー

置が中央政府によって図られ

の民営化，道路などの公共基

接投資を容易にしたといえる

府は必ずしも好意的な対応を

見られるように，現地で工場

ランドでは，貿易自由化措

た。外国企業誘致のための

盤整備などは，海外企業の

。しかしながら，中央政府

とったわけではなかった。

設立登記は，現地語で行わ

置に加え，外資導入のため

タックスフリーゾーンの設

新規工場の設立，既存工場

が積極的な誘致政策をとっ

特に，チェコにおける一部

なければならず窓口も好意

（ ）



的な対応を取っ

企業に対する反

どが背景にある

立命館経済

てくれなかったため，なかな

発とともに，一時的に雇用は

と考えられる。それとは対照

学（第 巻・第５号）

か作業がはかどらなかったケ

確保されても将来の工場閉鎖

的に，市長を先頭とする積極

ースすらある。外資系

を懸念していることな

的な誘致によって支援

を受けた企業も

元住民に不十分

する企業もあっ

障が生じること

大きな投資イン

みなされること

性がない訳では

あった。また，地方政府は好

であったため，環境問題に対

た。このように，中央政府と

がある。次に，租税優遇措置

センティブとなったが，

となった。優遇措置の撤廃は

ない。

意的であっても，設立される

する懸念から，一時住民によ

地方政府の対応が異なること

は進出当初採算の取れない日

加盟のもとではこのような優

，日系企業の初期の計画変更

工場の内容の説明が地

る誘致反対運動に直面

により，工場設立に支

系企業にとって非常に

遇措置が差別的措置と

が余儀なくされる可能

今後，日本企

動向にも依存す

は，欧州での生

（追記） 本稿

一部で

業が中東欧地域への展開をど

るが，日本・北米・アジア・

産基地としての重要性が高ま

は，平成 年度科学研究費補助金

ある。

のように進めるのかは，当該

欧州と生産の４極体制を展開

ることは間違いないであろう

（基盤研究 ）課題番号

注

地域での政治的経済的

している企業にとって

。

に基づく研究成果の

） 政治体

によって

リー，ル

セルビア

ドバの

参

） 加

ったもの

制，民族，地理的状況などの要素

異なっている。本稿では中東欧諸

ーマニア，クロアチア，ウクライ

・モンテネグロ，ベラルーシ，ボ

カ国から構成されるとしている

照。

盟を中東欧の視点から考察した田

であり，中東欧諸国の社会経済政

をどこまで考慮するかによって

国を広く捉え，ポーランド，チ

ナ，エストニア，ブルガリア，

スニア・ヘルツェゴビナ，アル

。中東欧諸国の範囲をめぐる議論

中（ ）は， の加盟条件

治的状況が十分に考慮されてい

，中東欧諸国の範囲は研究

ェコ，スロバキア，ハンガ

スロベニア，ラトヴィア，

バニア，マケドニア，モル

については吉井（ ）

が既存 諸国の意向に沿

ないことを強調している。

）

）

） 池本・

）

）

）

）

） フーニ

資比率に

（ ）

（ ）

松澤（ 年） 。

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

ャは， 年から 年にかけて

着目している。それによると，

のハンガリーの国内企業と外資

年では国内企業と外資系企業

系企業の売上げあたりの投

の投資比率はそれぞれ

％， ％

参照。

） 経済成

を縮小し

中東欧諸

保障制度

持母体と

であったのが 年には ％，

長は，確かに中東欧諸国の一人当

た。しかしながら，市場経済移行

国内での所得格差は拡大している

は大きく削減され，低所得者層の

する旧共産党，ないし左派の政治

６％となり，両者の差異が縮小し

たり を高め既存 諸国

を進めたどの開発途上国でもみ

。旧社会主義政権で保障されて

生活を圧迫している。所得格差

勢力を回復させることになり，

ている。 （ ）

との平和的な所得水準格差

られるように，それぞれの

いた医療・年金などの社会

の拡大は，低所得者層を支

外資導入を進める中央政府

（ ）



と低所

年

）

の東方拡大と中東

得者層の多い地方政府との政治

の国政選挙において，政権党の

（ ）

欧諸国への日本企業直接投資（稲

的対応のギャップを広げることに

議席が減少したのに対して，共産

葉）

なる。現にチェコにおいては，

党の議席が大幅に増加した。

） 東洋

社（う

１社を

） 東洋

）

） 東洋

）

）

） 東洋

経済『海外進出企業総覧 年

ち製造業３社，銀行業１社），ブ

除けば，資本参加率はいずれも

経済『海外進出企業総覧 年

経済『海外進出企業総覧 年

（ ） 。

経済『海外進出企業総覧 年

版』に掲載されている中東欧諸国

ルガリア１社（保守サービス）

％未満にとどまっている。

版』より。

（ ）

版』より。

（ ）

版』より。

の日系企業は，ハンガリー４

となっている。ブルガリアの

）

）

） 企業

に大変

は企業

） いず

は，日

言語の

国にお

（ ）参照。

訪問許可は，本社，ないしは現

お世話になった。この場を借り

名を差し控えてほしい旨の要請

れにせよ，日系企業は，他の外

本人社員で占められている。日

問題と日本企業特有の管理運営

ける日系企業の日本人スタッフ

（ ）

地の担当者を通じて得た。企業訪

て，深くお礼を申し上げたい。ま

もあり，具体的な企業名は公表し

資系企業と比較して本国からの派

系企業子会社の現地化がこの意味

方式が考えられる。それに対して

比率は，他の地域（北米，アジア

問に際しては，担当者の方々

た，訪問した企業のいくつか

ないことにした。

遣社員が多く，主要なポスト

で遅れている理由としては，

安保（ ）では，中東欧諸

，西欧諸国）のそれよりも低

いこと

（ 文）

安保哲夫

略から

システ

池本修一・

をアンケート調査から明らかに

（ ）「ポーランド・スロバキア

みた日系企業の競争優位との関

ム』，第４章所収， ，

松澤裕介（ ）「チェコの体制

している。安保 参照
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